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熊本市政の推進にあたり、日頃から御理解、御高配を賜

り深く感謝申し上げます。  

未曾有の災害となった「平成２８年熊本地震」から７年

が経過する中、本市では、被災した方々の生活再建を最優

先に、復興を下支えする地域経済の活性化や防災、減災の

まちづくりなど、復旧・復興の加速化と未来への礎づくり

に全力で取り組んでまいりました。  

国におかれましても、発災当初からこれまで、被災者の

生活支援に係る迅速な対応をはじめ、国庫補助制度の創設

や拡充等、被災自治体の財政負担軽減のために様々なご支

援を頂いたところです。  

この結果、がけ崩れ等で被害を受けた宅地の復旧工事が

令和三年度で全事業が完了したほか、液状化被害 を受けた

地区の対策工事についても、昨年度末にすべての地区の本

体工事が完了するなど、復旧・復興は着実に進んでいると

実感しております。  

また、国内における感染確認がされて以降、本市へも深

刻 な 影 響 を 与 え てい た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症に つ い

ては、本年５月８日から感染症法上の位置付けが変更され、

新たな局面を迎えたところです。  

本 市 に お い て も 引 き 続 き 感 染 症 対 策 に 注 力 す る と と も

に、本市が目指す「上質な生活都市」の実現に向け、こど

もを核としたまちづくりの推進はもとより、ＴＳＭＣ進出

を好機とした都市基盤整備など、国の動きに呼 応した取組

も積極的に展開していく必要があると考えております。  

国におかれましては、本市が取り組む各種施策の推進に

是非とも御理解をいただき、令和６年度予算編成等に向け

て、特段の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。  
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孤独・孤立対策の推進に対する支援 
 

【内閣官房】 

 

 

１ 孤独・孤立対策として、関係団体との連携や支援者の育成を図る 

ため、国による専門家の派遣などの人的支援や、自治体が専門職 

員等を配置する際の財政支援をお願いしたい。 

 
 

 

■令和２年７月に、平成 28年熊本地震の被災者を対象に実施した仮設

住宅等退去者生活・健康調査において、孤独感を感じている方は、 

そうでない人に比べ、心身の健康リスクが高いことが明らかになる 

など、孤独・孤立問題は被災者の生活再建を進める中で解決すべき 

大きな問題の一つである。 

 

■新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化した孤独・孤立問題

は、単身世帯や高齢者世帯の増加により、今後の更なる深刻化が懸念

されており、本市においても全庁一体となった対策を早急に推進す

る必要がある。 

 

 

 

■どのような方を「孤独を抱えている」又は「社会的に孤立している」

方として支援対象とするのかには、専門的な知見、ノウハウが必要。 

 

■社会的に孤立している方は他者との接触が少なく、一般に把握が 

困難であることから、その把握と支援の検討にあたっては積極的な 

アウトリーチの仕組みが必要だが、その手法は確立されていない。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 

1



参考１ 平成 28年熊本地震に関する仮設住宅等退去生活・健康調査結果（抜粋） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加して簡

単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして好きな位

置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

要望担当課：健康福祉局健康福祉部健康福祉政策課 ℡096-328-2340 

 

■「孤独」や「孤立」が心身の健康などに与える影響について、 

専門的な知識を有する職員が不足している。 

 

■孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ法人などとの連携手法についての

知見が不足している。 

 

 

 

 

  令和２年７月に熊本市で実施した上記アンケートの分析では、孤独感があ

ると回答された方は、孤独感がない人に比べ、心理的苦痛や睡眠障害があり、

ＰＴＳＤリスクが高いという結果が得られている。 

 

 【「孤独感あり」と回答した方のオッズ比※】 

 

オッズ比（OR） 

心理的苦痛あり 睡眠障害あり PTSDリスク 

9.08 5.55 3.52 

※ オッズ比（OR） 

 オッズ比とは、生命科学の分野において、疾患などへの罹りやすさを２つの群で比較して 

 示す統計学的な尺度。オッズ比が１のときは、疾患への罹りやすさが両群で同じということ 

 であり、１より大きい場合、疾患への罹りやすさがより高いということである。 
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物価・エネルギー価格等の 

高騰対策への財政支援 
 

【内閣府・総務省】 

 

１ 地方公共団体において、物価・エネルギー価格等の高騰対策とし

て、生活者や事業者への継続的な支援が実施できるよう、引き続

き財政支援していただきたい。 
 

 

 

■本市の消費者物価指数（総合）は、令和 4年(2022 年)1月以降、右肩

上がりで伸びており、特に食料品や家具・家事用品といった日常生活

や事業者の事業活動に与える影響が大きい項目の伸びが顕著である。

また、光熱・水道は価格抑制等の影響により前年度比でマイナスにな

ったものの、消費者物価指数は 100を超え、高止まりが続いている。 

【令和 5年 3 月】 

  (1)食料品 前年同月比+8.1％ 

  (2)家具・家事用品 前年同月比+6.3％ 

  (3)光熱・水道 前年同月比△5.0％ 

 

■令和 5年 5 月 12日に公表された日本銀行熊本支店の「熊本県の金融

経済概観」によると、熊本県内の景気の概況は「持ち直している」と

されている一方で、民間シンクタンクによる業況判断では先行きの

業況ＤＩは悪化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 状 

提案・要望内容 

業況ＤＩの推移（全産業） 

出典：公益財団法人地方経済総合研究所 第 126 回熊本県内企業業況判断調査 
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要望担当課：財政局財務部財政課 ℡096-328-2085 

 

■本市においては、令和 4年度 6 月補正予算から原油価格・物価等の高

騰対策事業を計上し、これまでに、給食費への価格転嫁の防止による

利用者の負担増加の抑制や省エネ家電の購入費助成などの生活者支

援や、公共交通事業者や観光事業者等への緊急支援などの事業者支

援を主に、118 億円を予算措置し、うち 62 億円に地方創生臨時交付

金を活用している。 
 

 

 

（単位：百万円） 

物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業 840 

学校・保育所等における給食食材高騰対策緊急支援事業 350 

公共交通事業者燃料費高騰等支援事業（バス事業者等に対する支援） 180 

旅行事業者緊急支援観光促進事業 130 

社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業（社会福祉施設等に対する光熱水費等の支援） 382 

畜産経営継続緊急支援事業（飼料高騰の影響を受けた畜産経営体に対する支援） 141 

農業水利施設電気料金高騰対策緊急支援事業（土地改良区等に対する支援） 36 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 3,575 

 

 

 

■国において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰への対応として、

「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設され、

物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を実施されてい

るものの、今後、更なる物価高騰が否定できない状況にある。 

 

■本市の地域経済の状況は持ち直しているものの、経済動向や資源価

格の動向等による影響を注視し、引き続き地域の実情に応じた継続

的な支援を行っていく必要がある。 
 

課 題 

参考１ 臨時交付金（原油価格・物価高騰分）の主な充当状況 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報

を追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッ

グして好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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早期の罹災証明書交付を可能にするための 

住家被害認定調査におけるデジタル化等の推進 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害発生時に、早期の罹災証明書交付により被災者への各種支援

策に速やかに着手するため、また、広域災害時に、自治体間で迅

速かつ効果的に応援・受援を図るため、国において、住家被害認

定調査システムを搭載した被災者支援システムの標準化を、早期

に実現していただきたい。 

 

 

 

 

■被災者の一日も早い生活再建のために、罹災証明書の早期の交付が

求められているが、災害の規模によっては、その前提となる住家被害

認定の一次調査に、多大な労力と時間を要している。 

 

■住家被害認定調査に紙の調査票を使用しているため、調査時の記入

だけでなく、調査後の判定結果算出作業や調査票等のデータ取り込

みにも、多くの労力と時間を要している。 

 

■国においては、マイナンバーカードを活用して被災者支援手続のオ

ンライン申請や罹災証明書のコンビニ交付が可能な「クラウド型被

災者支援システム」を提供されているが、住家被害認定調査システム

は搭載されておらず、民間ベンダのシステムと連携する仕様となっ

ている。 

 

 

現 状 

提案・要望内容 
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要望担当課：政策局危機管理防災部防災計画課 ℡096-328-2354  

財政局税務部税制課       ℡096-328-2174 

 

 

 

■住家被害認定調査を効率化・迅速化するため、スマホやタブレット等

のモバイル端末を活用し、現場で入力した記録を基に即時に調査結

果が算出され、被災者支援システム等に保存できる調査手法（住家被

害認定調査のデジタル化）を推進する必要がある。 

 

■自治体ごとに、操作方法や業務フローの異なる被災者支援システム

を導入しているため、大規模災害発生時の自治体間連携に支障が生

じる場合があることから、より迅速で効果的な応援・受援を実現する

ために、国において住家被害認定調査システムを搭載した被災者支

援システムの標準モデルを構築することが望ましい。 

 

課 題 
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災害時の外国人支援経費に係る 

国庫負担の明確化 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害時の外国人の方向けの各種支援（多言語化対応、ハラル、コ

ーシャー等の方への食事対応、通訳・翻訳の人員配置等）を、要

配慮者に対する支援として災害救助法事務取扱に追記していた

だき、当該経費が国庫による負担になることを明確化することに

より、各自治体が積極的に災害時の外国人支援に取り組めるよう

にしていただきたい。 
 

 

 

 

■平成２８年熊本地震発生の際に外国人避難対応施設として国際交流

会館を避難所として開設し、外国人の方向けに、言語や食事等に配慮

した被災者支援を行った。 

 

■上記の経験を踏まえて、地震後、熊本市地域防災計画において「外国

人に対する対策」を新たに追加し、国際交流会館を「外国人避難対応

施設」として位置付けるとともに、外国人への情報提供等、関係各所

との連携及び大規模災害時の対策について定めたところ。 

 

 

 

■災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定に基づく「要配

慮者」については、災害救助法事務取扱要領において、避難所での対

応等について特別な配慮が求められている。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：政策局総合政策部国際課 ℡096-328-2070 

 

■外国人については、これまでの教育・訓練などで蓄積された災害に関

するストック情報が不足している恐れがあり、また、災害発生時に提

供されるフロー情報について日常的に聞きなれない日本語情報など

を適切に理解できない恐れがあることから、特に言語に関して、特別

な配慮が必要な要配慮者に該当する。その他、避難所での生活などに

おいて宗教上の特別な配慮が必要となる可能性がある。 

 

■一方で、現行の災害救助法事務取扱要領には、高齢者や障がい者の要

配慮者に対する避難所の設置、運営等に係る取扱いは記載されてい

るものの、外国人に対する具体的な取扱いについては明記されてい

ない。 

 

■そのため、災害時に必要な外国人支援に係る経費が災害救助費国庫

負担金から支出されるかどうかが明確に判断できず、避難所で必要

な配慮などについて迅速な対応ができない可能性がある。 

 

■本市の在住外国人数は年々増加傾向であり、予防期の啓発活動等を

含めて、災害時の外国人に対する対策の更なる推進の重要性が高ま

っている。 
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被災者の生活再建・住まい確保に向けた財政支援等 

 

【内閣府】 

 

 

１ 被災者生活再建支援制度について 

・半壊世帯及び一部損壊世帯も支援金の支給対象としていただき  

たい。 

  ・宅地復旧に関しても支援の対象とする新たな制度を創設していた

だきたい。 

 

 

 

■平成 28年熊本地震では多数の住宅被害が発生し、復旧に相当の費用

を要したが、現行の被災者生活再建支援制度は、令和２年法改正後も、

中規模半壊に至らない半壊(解体世帯を除く)や一部損壊の住宅被害

に関しては支援の対象外となっている。 

 

■また、本市が行った被災者へのアンケートの結果、宅地に被害が生じ

た世帯のうち、７割を超える世帯が復旧工事を要するものの、現行制

度では、支援の対象外となっている。 

 

 

 

■今後も地震等による同様の被害が想定されるところ、中規模半壊に

至らない半壊や一部損壊世帯の住宅被害及び宅地被害も復旧には相

当の費用を要するため、迅速な住宅再建の大きな障害となることか

ら、新たな支援制度の創設が必要である。 

 

  

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局健康福祉部健康福祉政策課 ℡096-328-2340 

 

参考１ 罹災証明書（住家の交付状況（2022年 12月末時点） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 現行の支給対象及び支給額 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

 

 

 

 

 

 （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

5,764件 8,972件 38,964件 82,985件 136,685件 
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災害援護資金貸付制度に対する支援 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害援護資金の借受人は、被災後の生活を再建するため、やむを

得ず当該制度を利用した者であり、約定通りの返済が困難な者が

償還者のなかにみられる。熊本地震の被災者に対しても、償還期

間の延長や免除規定の緩和を認めていただきたい。 

 

２ 東日本大震災や平成 28年熊本地震、令和 2年 7月豪雨等、近年大

規模な災害が全国的に発生している状況である。被災地の復興が

円滑に進むよう、全国的な制度として被災自治体をより支援する

仕組みとしていただきたい。 

 

 

 

■熊本地震においては、559件、総額約 9.4億円の災害援護資金の貸付

を行った。 

 

■熊本地震から 7 年が経過した現在においても、失業や長期間の加療

等により、依然として生活困窮の状況から抜け出せず、新型コロナウ

イルス感染症の影響も重なり令和 4年 12月末時点で、返済中 383件

のうち 197件に滞納がある状況である。 

 

■東日本大震災では、特例により、借受人が償還期間満了後に、無資力

かつ償還できる見込みがない場合において免除が可能とされている

が、熊本地震については認められていない。 

 

■利子については、平成 31 年 4 月に通常 3％の利子を、保証人を立て

る場合は無利子、保証人を立てない場合は 1.5%に引き下げた。 

 

現 状 

提案・要望内容 
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参考１ 現行の災害援護資金貸付制度 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

項目 通常 東日本大震災特例 

貸付制度の償還期間 
10年 

（うち据置期間 3年） 

13年 

（うち据置期間 6年） 

貸付金の国への償還期間 11年 14年 

免除規定 

借受人の死亡・重度障害 

・自己破産となった場合

で、連帯保証人に支払い能

力がない場合に限定 

左記に加え、借受人が償還

期間満了後に、無資力かつ

償還できる見込みがない場

合も免除可能 

事務費 ・被災者である借受人からの利子で賄う 

 

 

 

■借受人の中には低所得世帯も含まれ、返済が困難な世帯や支払猶予

を求める世帯が存在し、10 年の償還期間では返済できないケースが

見込まれる。 

 

■生活困窮を理由とした免除が熊本地震について認められておらず、

柔軟な対応ができる仕組みとはなっていない。 

 

■貸付原資の 3 分の 2 は国庫貸付金であり、国への償還期間最終年度

において未回収の貸付残高は、被災自治体が一般財源から支出して

返済することとなっており、被災自治体の財政を圧迫する恐れがあ

る。 

 

■償還に係る事務費についても、被災者である借受人から得る利子の

範囲内で賄うことになっているため、不足が生じた場合、同じく被災

自治体が負担することになる。 

 

 

 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局健康福祉部健康福祉政策課 ℡096-328-2340 

 

参考３ 償還に係る事務費の見込額等 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 熊本地震における本市の貸付・償還状況 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

※仮にこのままの償還状況で推移すれば、未収額が約 53,000千円となり、それ

を本市が一般財源から追加で支出することとなる。 

 

 

 

 

●10年間の事務費【見込額】 … 約 118,605千円 

職員 会計年度任用職員 需用費・役務費 システム経費 

68,322千円 30,238千円 744千円 19,301千円 

※延べ 10名 ※延べ 11名 ※実績・予算ベース ※実績 
 

●事務費歳入額【見込額】 … 約 57,500 千円 

※これまでの償還状況のまま推移すると仮定した場合 

 

 

  （令和 5年 2月末時点） 

貸付数 貸付金額 
未償還額 

（元金） 

滞納率 

（貸付数ベース） 
利子総額 

559件 942,564千円 399,426千円 53.7% 67,140千円 
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子育て世帯に係る経済的支援の充実と財政措置 
 

【こども家庭庁・文部科学省】 

  

 

１ こども・子育て施策の強化について（試案）の完全実施、特に、

高等教育費の負担軽減、児童手当の拡充、保育給食費等、ライフ

ステージごとの子育て世代に対する経済的支援の拡充をお願い

したい。 

 

 

■こども政策担当大臣により「こども・子育て施策の強化について（試案）」

が発表され、今後 3 年間で加速化して取り組むこども・子育て政策が公

表された。本市も子育て世代のニーズを確認するため緊急市民アンケー

トを実施したところ、「高等教育費の負担軽減」「児童手当の拡充」「医療

費の負担軽減」「学校給食費の無償化」等、国試案の強化策に掲げられ

た項目が上位を占めた。 

  

 

■高等教育費は将来の経済的な不安要素になっている。子育て世帯や

若者にとって過度の負担にならないような支援制度が必要である。 

 

■児童手当制度を拡充する場合、扶助費の増加に加え、制度改正に伴う

システム改修費や人件費等、多額の費用が必要となるが、自主財源か

らの捻出とならざるを得ず、自治体の負担軽減が必要である。 

 

■昨今の物価高騰は保育所給食の実施にも影響を及ぼしており、これ

までと同様の栄養量を確保するためには副食費の増額が必要である

が、子育て世帯の負担増を求めることは逆行である。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：こども局こども育成部こども政策課 ℡096-328-2158 

 

 

期間 ：2023年 4月 13日（木）～4月 17日（月） 

対象 ：市公式 LINEに登録された方のうち、「子育て情報」を選択され 

た方へ WEBアンケート 

回答数：1,434件 

 

 

 

 

 

参考１ 政府「こども・子育て政策の強化について（試案）」に対する市民 

アンケート結果（抜粋） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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保育人材の確保・担い手の処遇改善 
 

【こども家庭庁】 

 

 

１ 慢性的な保育士不足の中、国が進める職員配置基準の見直しの実

現のためには、保育士等の人材確保や保育士等が安定的・継続的

に働くことのできる処遇の改善が必須であり、処遇改善等加算の

更なる拡充を要望する。 
 

 

 

 

■本市でも、保育士の給与は全職種の平均と比較して低額で、また現配置

基準下における労働環境に負担や不安もあり、離職者が多く、潜在保育

士の再就職も進まない状況にある。 

■保育士不足により、定員数の受入れのための保育士が確保できず、定員

割れとならざるを得ない私立保育所等が存在するといった影響が出てい

る。 

■全国で保育士不足となっており、特に都市部を中心に、保育士確保のた

め独自の処遇改善に係る上乗せが行われるなど、自治体間での競争や

地域間格差が生じている状況にある。 

 

 

■保育士賃金は、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」（令和

４年２月から実施され同年１０月から処遇改善等加算として継続）

により職員収入の３％程度（月額９，０００円）の引き上げ措置が講

じられているものの、他業種との平均賃金の乖離幅の完全な解消は

難しく、更なる加算措置が必要である。 

■また、保育士が離職せず、また潜在保育士の再就職を促すため、保育

士のニーズに応じた労働環境の提供が求められている。 

■都市部への保育人材の流出は、地方創生の観点からも好ましくなく、

流出を防ぐ方策として、統一的な施策、あるいは実情に応じた施策の

構築が必要である。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：こども局こども育成部保育幼稚園課 ℡096-328-2728 

 

 

熊本県における保育士の平均年収は約 341 万円であり、そのほか、月収や手当・賞

与も含めて全国平均よりも低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 保育士の給料相場（全国平均との比較） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 保育士実態調査結果（東京都） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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